
ご案内 

 平成22 年８月１日より普通預金規定の一部を下記のとおり改正させていただきます。 

 

改正後 現行 

（略） 

１１．（反社会的勢力との取引拒絶）（新設） 

   この預金口座は、第12条第項第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれ

にも該当しない場合に利用することができ、第 12 条第３項第１号、第２号ＡからＦまた

は第３号ＡからＥの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断り

するものとします。 

１２．（解約等）（第３項新設 第５項見直し） 

 ⑴ （同右） 

 ⑵ （同右） 

 ⑶ 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引との取引を継続するこ

とが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知

することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 

  ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判

明した場合 

  ② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 

   Ａ．暴力団 

   Ｂ．暴力団員 

   Ｃ．暴力団員準構成員 

   Ｄ．暴力団関係企業 

   Ｅ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

   Ｆ．その他前各号に準ずる者 

  ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 

   Ａ．暴力的な要求行為 

   Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

   Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

   Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当

行の業務を妨害する行為 

   Ｅ．その他前各号に準ずる行為 

 ⑷ この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高

が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、また

は預金者に通知などすることによりこの預金口座を解約することができるものとし

ます。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 

 ⑸ 前３項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が

停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印を持参のうえ、当店に申

出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保

証人を求めることがあります。 

１３．（通知等） 

以下、各条繰下げ 

 
 
 
 
 
 
 
（以下略） 

（略） 

 

 

 

 

 

１１．（解約等） 

⑴ この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てくだ

さい。 

⑵ 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、また

は預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとしま

す。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約

の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとしま

す。 

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金

口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が前条第１項に違反した場合 

③ この預金が法令や公序良俗に反則する行為に利用され、またはそのおそ

れがあると認められる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ

残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止

し、または預金者に通知などすることによりこの預金口座を解約することができ

るものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 

⑷ 前２項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取

引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印を持参のうえ、当

店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提

出または保証人を求めることがあります。 

１２．（通知等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

【普通預金規定】



ご案内 

 平成22 年８月１日より当座勘定規定の一部を下記のとおり改正させていただきます。 

 

改正後 現行 

（略） 

第２３条（反社会的勢力との取引拒絶）（新設） 

   この当座勘定は、第 24 条第２項第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいず

れにも該当しない場合に利用することができ、第 24 条第２項第１号、第２号ＡからＦま

たは第３号ＡからＥの一にでも該当する場合には、当行はこの当座勘定の開設をお

断りするものとします。 

第２４条（解約）（第２項新設） 

 ① （同右） 

 

 ② 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切で

ある場合には、当行はこの預金取引を停止し、または解約の通知をすることにより

この当座勘定を解約することができるものとします。 

  １． 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し

た場合 

  ２． 本人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 

   Ａ．暴力団 

   Ｂ．暴力団員 

   Ｃ．暴力団員準構成員 

   Ｄ．暴力団関係企業 

   Ｅ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

   Ｆ．その他前各号に準ずる者 

  ３． 本人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 

   Ａ．暴力的な要求行為 

   Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

   Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

   Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当

行の業務を妨害する行為 

   Ｅ．その他前各号に準ずる行為 

 ③ （同右） 

 

 ④ （同右） 

 

第２５条（取引終了後の処理） 

 

以下、条項繰り下げ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（以下略） 

（略） 

 

 

 

 

 

第２３条（解約） 

 ① この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただ

し、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着し

または到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 ③ 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当行が解約する場合には、到達

のいかんにかかわらず、その通知を発信したときに解約されたものとします。 

第24 条（取引終了後の処理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

【当座勘定規定】



ご案内 

 平成22 年８月１日より総合口座規定の一部を下記のとおり改正させていただきます。 

 
改正後 現行 

（略） 

１８．（即時支払）（第１項 第５号新設） 

⑴ 次の各号の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの

請求がなくても、それらを支払ってください。 

① 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき 

② 相続の開始があったとき 

③ 第13 条第１項第２号により極度額をこえたまま６カ月を経過したとき 

④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったと

き 

⑤ 第20 条により預金口座が解約されたとき 

⑵ 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それら

を支払ってください。 

① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき 

② その他債券の保全を必要とする相当の事由が生じたとき 

１９．（反社会的勢力との取引拒絶）（新設） 

   この預金口座は、第 20 条第４項第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいず

れにも該当しない場合に利用することができ、第 20 条第４項第１号、第２号ＡからＦま

たは第３号ＡからＥの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお

断りするものとします。 

２０．（解約等）（第２項見直し 第３項見直し 第４項新設 第６項見直し） 

⑴ 同右 

 

 

 

 

⑵ 第 18 条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止したまま貸越取引

を解約できるものとします。 

⑶ 次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または

預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。な

お、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を

届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口

座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が第22 条第１項に違反した場合 

③ この預金が法令や公序良俗に反則する行為に利用され、またはそのおそれが

あると認められる場合 

 

 ⑷ 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適

切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することに

よりこの預金口座を解約することができるものとします。この取引を解約した場合

において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。 

  ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判

明した場合 

  ② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 

   Ａ．暴力団 

   Ｂ．暴力団員 

   Ｃ．暴力団員準構成員 

   Ｄ．暴力団関係企業 

   Ｅ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

   Ｆ．その他前各号に準ずる者 

  ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 

   Ａ．暴力的な要求行為 

   Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

   Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

   Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当

行の業務を妨害する行為 

   Ｅ．その他前各号に準ずる行為 

 ⑸ この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高

が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、また

は預金者に通知することなどによりこの預金口座を解約することができるものとし

ます。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 

 ⑹ 前３項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が

停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印を持参のうえ、当店に申

出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保

証人を求めることがあります。 

２１．（差引計算等） 

以下、各条繰下げ 

（以下略） 

（略） 

１８．（即時支払） 

⑴ 次の各号の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行から

の請求がなくても、それらを支払ってください。 

① 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき 

② 相続の開始があったとき 

③ 第13 条第１項第２号により極度額をこえたまま６カ月を経過したとき 

④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなった

とき 

 

⑵ 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、そ

れらを支払ってください。 

① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき 

② その他債券の保全を必要とする相当の事由が生じたとき 

 

 

 

 

 

１９．（解約等） 

⑴ 普通預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当行ほか当行国内本

支店のいずれかの店舗に申出てください。この場合、この取引は終了するもの

とし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期

預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の

証書（通帳）を発行します。 

⑵ 前条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止したまま貸越取引

を解約できるものとします。 

⑶ 次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、ま

たは預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとし

ます。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解

約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとし

ます。 

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金

口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が第21 条第１項に違反した場合 

③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれ

があると認められる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ

残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止

し、または預金者に通知することなどによりこの預金口座を解約することができ

るものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 

⑸ 前２項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取

引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印を持参のうえ、当

店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提

出または保証人を求めることがあります。 

２０．（差引計算等） 

 

（以下略） 

 

【総合口座規定】 



ご案内 

 平成22 年８月１日より納税準備預金規定の一部を下記のとおり改正させていただきます。 

 

改正後 現行 

（略） 

５．（利息）（第２項追加） 

 ⑵ 租税納付以外の目的でこの預金を払戻した場合、および第 12 条第２項の規定に

よりこの預金を解約した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、納

税準備預金利率を適用することなく、その全額につき店頭掲示の預金利率表記載

の普通預金利率によって計算します。 

 

（中略） 

 

 

 

 

１１．（反社会的勢力との取引拒絶）（新設） 

   この預金口座は、第 12 条第２項第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいず

れにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条第２項第１号、第２号ＡからＦま

たは第３号ＡからＥの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお

断りするものとします。 

１２．（解約等）（第２項新設 第３項新設） 

 ⑴ この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ当店に申出てください。

 ⑵ 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引との取引を継続するこ

とが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知

することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 

  ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判

明した場合 

  ② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 

   Ａ．暴力団 

   Ｂ．暴力団員 

   Ｃ．暴力団員準構成員 

   Ｄ．暴力団関係企業 

   Ｅ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

   Ｆ．その他前各号に準ずる者 

  ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 

   Ａ．暴力的な要求行為 

   Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

   Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

   Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当

行の業務を妨害する行為 

   Ｅ．その他前各号に準ずる行為 

 ⑶ 前項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停

止されその解除を求める場合には、通帳および印鑑を持参のうえ、当店に申出てく

ださい。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人

を求めることがあります。 

 

以上

 
 

（略） 

５．（利息） 

 ⑵ 租税納付以外の目的でこの預金を払戻した場合、その払戻日が属する利息計

算期間中の利息は、納税準備預金利率を適用することなく、その全額につき店

頭掲示の預金利率表記載の普通預金利率によって計算します。 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．（解約等） 

   この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ当店に申出てくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上

 

 

【納税準備預金規定】



ご案内 

 平成22 年８月１日より貯蓄預金規定の一部を下記のとおり改正させていただきます。 

 

改正後 現行 

（略） 

１２．（反社会的勢力との取引拒絶）（新設） 

   この預金口座は、第 13 条第３項第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいず

れにも該当しない場合に利用することができ、第 13 条第３項第１号、第２号ＡからＦま

たは第３号ＡからＥの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお

断りするものとします。 

１３．（解約等）（第３項新設 第５項見直し） 

 ⑴ （同右） 

 ⑵ （同右） 

 ⑶ 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引との取引を継続するこ

とが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知

することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 

  ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判

明した場合 

  ② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 

   Ａ．暴力団 

   Ｂ．暴力団員 

   Ｃ．暴力団員準構成員 

   Ｄ．暴力団関係企業 

   Ｅ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

   Ｆ．その他前各号に準ずる者 

  ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 

   Ａ．暴力的な要求行為 

   Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

   Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

   Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当

行の業務を妨害する行為 

   Ｅ．その他前各号に準ずる行為 

 ⑷ （同右） 

 

 

 

 ⑸ 前３項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が

停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印を持参のうえ、当店に申

出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保

証人を求めることがあります。 

１４．（通知等） 

以下、各条繰下げ 
 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

（略） 

 

 

 

 

 

１２．（解約等） 

⑴ この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てくだ

さい。 

⑵ 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、また

は預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとしま

す。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約

の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとしま

す。 

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金

口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が前条第１項に違反した場合 

③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれ

があると認められる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ

残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止

し、または預金者に通知などすることによりこの預金口座を解約することができ

るものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。 

⑷ 前２項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取

引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印を持参のうえ、当

店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提

出または保証人を求めることがあります。 

１３．（通知等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

【貯蓄預金規定】



ご案内 

 平成22 年８月１日より貸金庫規定の一部を下記のとおり改正させていただきます。 

 
改正後 現行 

（略） 

１０．（反社会的勢力との取引拒絶）（新設） 

   この貸金庫は、第11 条第３項第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれ

にも該当しない場合に利用することができ、第 11 条第３項第１号、第２号ＡからＦまた

は第３号ＡからＥの一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をお

断りするものとします。 

１１．（解約等）（第３項新設 第５項見直し） 

 ⑴ （同右） 

 ⑵ （同右） 

 ⑶ 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切

である場合には、当行はこの貸金庫の利用を停止し、または借主に通知すること

によりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の

通知があったときは、直ちに第１項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してくださ

い。 

  ① 借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判

明した場合 

  ② 借主または代理人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 

   Ａ．暴力団 

   Ｂ．暴力団員 

   Ｃ．暴力団員準構成員 

   Ｄ．暴力団関係企業 

   Ｅ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

   Ｆ．その他前各号に準ずる者 

  ③ 借主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を

した場合 

   Ａ．暴力的な要求行為 

   Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

   Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

   Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当

行の業務を妨害する行為 

   Ｅ．その他前各号に準ずる行為 

 ⑷ 前３項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満

了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割計

算により支払ってください。この場合、第３条第３項にもとづく返戻金は、遅延損害

金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当行はこの

不足額を明渡しの日に第３条第１項の方法に準じて自動引落しすることができるも

のとします。 

 ⑸ 第１項から第３項の明渡しが３ヵ月以上遅延したときは、当行は副鍵を使用して貸

金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般に適当と認められる方法、時

期、価格等により処分し、または処分が困難な場合には廃棄することができるもの

とします。なお、当行は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めることがで

きるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。 

 

 ⑹ （同右） 

 

 

１２．（貸金庫の修繕、移転等） 

以下、各条繰り下げ 

（以下略） 

（略） 

 

 

 

 

 

１０．（解約等） 

⑴ この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、

正鍵および届出の印章を持参し、当行所定の手続をしたうえ貸金庫を直ちに明

渡してください。なお、正鍵または届出の印章を失った場合に解約するときは、

このほか第７条に準じて取扱います。 

⑵ 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はいつでもこの契約を解約する

ことができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直

ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。第２条により契約

期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。 

① 借主が使用料を支払わないとき 

② 借主について相続の開始があったとき 

③ 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、

当行もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当

の事由が生じたとき 

④ 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき 

⑤ 借主または代理人がこの規定に違反したとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 前２項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間

の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を

月割計算により支払ってください。この場合、第３条第３項にもとづく返戻金は、

遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。な

お、当行はこの不足額を明渡しの日に第３条第１項の方法に準じて自動引落し

することができるものとします。 

⑷ 第１項または第２項の明渡しが３ヵ月以上遅延したときは、当行は副鍵を使用

して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般に適当と認められる

方法、時期、価格等により処分し、または処分が困難な場合には廃棄すること

ができるものとします。なお、当行は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会い

を求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負担としま

す。 

⑸ 使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前

項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が

生じたときは、当行からの請求がありしだい支払ってください。 

１１．（貸金庫の修繕、移転等） 

 

（以下略） 

【貸金庫規定】 



ご案内 

 平成22 年８月１日より貸金庫規定（ＭＹ ＢＯＸ）の一部を下記のとおり改正させていただきます。 

 
改正後 現行 

（略） 

１１．（反社会的勢力との取引拒絶）（新設） 

   この貸金庫は、第12 条第３項第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれ

にも該当しない場合に利用することができ、第 12 条第３項第１号、第２号ＡからＦまた

は第３号ＡからＥの一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をお

断りするものとします。 

１２．（解約等）（第３項新設 第５項見直し） 

 ⑴ （同右） 

 ⑵ （同右） 

 ⑶ 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切

である場合には、当行はこの貸金庫の利用を停止し、または借主に通知すること

によりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の

通知があったときは、直ちに第１項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してくださ

い。 

  ① 借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判

明した場合 

  ② 借主または代理人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 

   Ａ．暴力団 

   Ｂ．暴力団員 

   Ｃ．暴力団員準構成員 

   Ｄ．暴力団関係企業 

   Ｅ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

   Ｆ．その他前各号に準ずる者 

  ③ 借主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を

した場合 

   Ａ．暴力的な要求行為 

   Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

   Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

   Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当

行の業務を妨害する行為 

   Ｅ．その他前各号に準ずる行為 

 ⑷ 前３項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満

了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割計

算により支払ってください。この場合、第３条第３項にもとづく返戻金は、遅延損害

金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当行はこの

不足額を明渡しの日に第３条第１項の方法に準じて自動引落しすることができるも

のとします。 

 ⑸ 第１項から第３項の明渡しが３ヵ月以上遅延したときは、当行は副鍵を使用して貸

金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般に適当と認められる方法、時

期、価格等により処分し、または処分が困難な場合には廃棄することができるもの

とします。なお、当行は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めることがで

きるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。 

 

 ⑹ （同右） 

 

 

１３．（貸金庫の修繕、移転等） 

以下、各条繰り下げ 

（以下略） 

（略） 

 

 

 

 

 

１１．（解約等） 

⑴ この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。この場合、

カード、正鍵および届出の印章を持参し、当行所定の手続をしたうえ貸金庫を直

ちに明渡してください。なお、カード、正鍵または届出の印章を失った場合に解

約するときは、このほか第７条に準じて取扱います。 

⑵ 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はいつでもこの契約を解約する

ことができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直

ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。第２条により契約

期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。 

① 借主が使用料を支払わないとき 

② 借主について相続の開始があったとき 

③ 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、

当行もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当

の事由が生じたとき 

④ 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき 

⑤ 借主または代理人がこの規定に違反したとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 前２項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間

の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を

月割計算により支払ってください。この場合、第３条第３項にもとづく返戻金は、

遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。な

お、当行はこの不足額を明渡しの日に第３条第１項の方法に準じて自動引落し

することができるものとします。 

⑷ 第１項または第２項の明渡しが３ヵ月以上遅延したときは、当行は副鍵を使用

して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般に適当と認められる

方法、時期、価格等により処分し、または処分が困難な場合には廃棄すること

ができるものとします。なお、当行は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会い

を求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負担としま

す。 

⑸ 使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前

項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が

生じたときは、当行からの請求がありしだい支払ってください。 

１２.（貸金庫の修繕、移転等） 

 

（以下略） 

【貸金庫（ＭＹ ＢＯＸ）規定】


